
   

 

公益財団法人いきいき岩手支援財団では、財団に設置された「基金」により、高齢者の保健福祉な

ど、少子高齢社会を支える民間の活動に対して、助成を行っております。 

助成事業の概要及び令和６年度第２次募集の日程等は、次のとおりです。 

助成金の交付規程及び運用基準、助成金交付要望書等の様式は、当財団 HP より  

ダウンロードできます。当財団 HP ⇒ https://www.silverz.or.jp/     

項 目 概         要 

基金とは 

いきいき岩手支援財団が管理する基金は、「長寿社会を支える民間活動の助成」を目的

に、国の地方交付税により岩手県が設置したものです。 

基金総額は３３億円で、「いわて保健福祉基金２３億円」、「いわて子ども希望基金１０

億円」として管理し、その運用益が活用されています。 

いわて保健

福祉基金 

事業種別 主な対象事業の例 

保健福祉・地域福祉事業 
高 齢 者 ・ 障 が い 者 等の 保 健 福 祉 の 向 上 に 資 す る 事業    

社会的支援が必要な子どもや地域福祉の増進を図る事業 

ご近所支え合い活動事業 
高齢者が主体となって行う事業 

高齢者をサービスの対象とする事業 
※ご近所は個人の申し込みは対象外 

営利を目的とする事業は除かれます。 

※事前相談は随時受け付けていますので、助成金の交付規程及び運用基準をご確認の上、

まずはお電話にてお問合せください。 

助成対象者 岩手県内に住所、または活動の本拠を有する民間の団体、法人、個人 

助成額 

申請書類等の審査により、事業に直接必要と認められる経費です。 

限度額：いわて保健福祉基金３００万円（「ご近所」は初年度３０万円） 

なお、交付決定以前に支出した経費は対象になりません。 

対象外経費 不動産取得費、職員給与費（継続雇用）、団体等の運営費、パーティの飲食費 など 

助成期間 単年度(3 月 20 日まで)。年次計画で段階的に行う事業は効果を見て（通算）３年継続可 

第 ２ 次 

の日程及び 

取扱窓口 

事業種別 募集締切 決 定 取扱窓口・問合せ 

保健福祉・地域福祉事業 

令和６年 

４月 19 日（金） 

【 消印有効 】 

７月 

上旬 

いきいき岩手支援財団 

総務・公表課 

019-（626）-0196 

ご近所支え合い活動事業 

【 未  定 】 

※決まり次第、HP で 

お知らせします。 

７月 

上旬 

岩手県高齢者サポート

センター（アイーナ） 

019-（606）-1774 

締め切り後、審査委員会で助成する事業や経費について審査が行われます。 

実績報告 
事業完了後実績報告書を提出していただき、審査の結果、事業完了が確認された場合に、

助成金をお支払いします。 

前金払 原則事業完了後の支払ですが、必要に応じ 80％以内の前金払を行います。 

領収書等 
実績報告書には、経理帳簿等及び領収書の写しを添付していただきます。 

領収書の写しには原本証明が必要です。 

 


